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平成２３年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（平成２３年３月９日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５９分 開議）

開 議 宣 告

○議長（梶敏君） おはようございます。

ただいま出席している議員は１０名であります。定足数を満たしておりますので、これより

本日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（梶敏君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則により、会議録署名議員に１番下山則義さん、８番大屋功さんを指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（梶敏君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

渡部議会事務局長。

○議会事務局長（渡部一幸君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で報告を終わります。

○議長（梶敏君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

議案第１０号から議案第１５号まで

○議長（梶敏君） 日程第３ 議案第１０号より日程第８ 議案第１５号までを一括議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） －登壇－

議案第１０号から議案第１５号までの各会計補正予算につきまして、一括御提案申し上げま
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す。なお、議案第１５号は市立病院事務長から御提案申し上げます。

それでは、議案第１０号の一般会計補正予算につきまして御提案申し上げます。

議案第１０号平成２２年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）。

平成２２年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,８００万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億７,７９５万３,０００円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費の補正）。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）。

第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）。

第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費補正。

１、追加。

これは、平成２２年１０月８日に閣議決定の円高デフレ対応のための緊急総合経済対策にお

いて、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら光が十分に当てられてこなかった分

野である地方消費者行政、ＤＶ対策、自殺予防等の弱者対策、自立支援、知の地域づくりに対

する地方の取り組みを支援するとされたことを踏まえ、国の平成２２年度補正予算において創

設された地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）の第２次配分を活用して実施する

事業でありますが、事業の年度内での完了が見込めないことから、平成２２年度予算の繰越事

業として繰越明許するものであります。

事業の内容について御説明いたします。

１０款教育費５項社会教育費、事業名公民館施設備品購入経費２００万円、これは老朽化し

た公民館ロビーのいす、テーブルセット等を更新しようとするものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正。

１、追加。

事項、老人福祉センター指定管理料、期間、平成２３年度より至平成２５年度、限度額、指

定管理者と各年度において締結する年度協定書第３条に定める額。

これは、老人福祉センターを平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日まで３年間、歌

志内市シルバーセンターに管理委託しようとするものです。

次に、第４表、地方債補正。

１、変更。

起債の目的、改良住宅建替事業、補正前限度額８,４００万円から５１０万円減額し、補正

後限度額を７,８９０万円に変更するものです。減額の理由は、改良住宅建替事業費交付金の

増及び工事費の入札減によるものでございます。

起債の目的、高規格救急自動車整備事業、補正前限度額２,９３０万円から１,７１０万円減

額し、補正後限度額を１,２２０万円に変更するものです。減額の理由は、社会資本整備総合

交付金の増及び入札減によるものです。

起債の目的、臨時財政対策債、補正前限度額１億９,７００万円から１,４０８万６,０００



─ 41 ─

円減額し、補正後限度額を１億８,２９１万４,０００円に変更するものです。減額の理由は、

起債許可予定額の減によるものです。

なお、起債の方法、利率及び償還の方法に変更はございません。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、１４ページをお

開き願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１節報酬４６万４,０００円の減額補正は、会計

室事務員の欠員期間２カ月分の報酬の減。

４節共済費１７５万２,０００円の減額補正は、嘱託臨時職員の退職等に伴う健康保険料、

厚生年金保険料の減によるものです。

８節報償費１７万６,０００円の減額補正は、嘱託職員の退職等に伴う報償金の減。

９節旅費２０万１,０００円の減額補正は、職員普通旅費の減であります。

１１節需用費１６万６,０００円の減額補正は、灯油使用料の減による燃料費の減。

１２節役務費２３万４,０００円の減額補正は、郵便料の減。

１３節委託料１７万１,０００円の減額補正は、健康診断等委託料の減であります。

１４節使用料及び賃借料７４万２,０００円の減額補正は、リース料の入札減による電算機

借上料の減。

１９節負担金補助及び交付金５２万円の減額補正は、全国・北海道市長会の減１８万円及び

歳入と連動します北海道市町村備荒資金組合配分金納付金の減３４万円であります。

２５節積立金４５万円の増額補正は、歌志内ふるさと応援基金積立金の増であります。

次に、５目車両管理費７節賃金１７万６,０００円の減額補正は、観光バス添乗員賃金の減

であります。

次に、９目交通安全対策費１１節需要費１５万５,０００円の増額補正は、交通安全啓発用

消耗品の増であります。

次に、１２目諸費２３節償還金利子及び割引料１,７９３万７,０００円の増額補正は、平成

２１年度生活保護国庫負担金等の返還金であります。

１６ページをお開き願います。

４項選挙費２目参議院議員選挙費は財源区分の変更であります。

次に、３目北海道知事・道議会議員選挙費１節報酬から１８節備品購入費までの補正は、目

内での増減調整であります。

次に、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費９節旅費７,０００円の減額補正は、

職員旅費の減。

１３節委託料７７万７,０００円の減額補正は、地域生活支援事業における利用者の減に伴

う各種委託料の減。

１９節負担金補助及び交付金２３万８,０００円の減額補正は、利用者の減に伴う地域活動

支援センター補助金の減１２万４,０００円と清算に伴う空知中部広域連合負担金の減１１万

４,０００円であります。

２０節扶助費４６万１,０００円の減額補正は、地域生活支援事業における利用者の減に伴

う更生訓練の減８万９,０００円、住宅生活支援対策事業における利用者の減に伴う住宅手当

緊急特別措置の皆減３７万２,０００円であります。

１８ページをお開き願います。

４目医療福祉費１２節役務費３６万４,０００円の減額補正は、審査件数の減に伴う支払手
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数料の減。

１９節負担金補助及び交付金１２万５,０００円の減額補正は、清算に伴う北海道後期高齢

者医療広域連合負担金の減。

２０節扶助費５８４万４,０００円の減額補正は、受給者の減に伴う重度身障補助医療費の

減３６５万９,０００円、乳幼児補助医療費の減１１６万９,０００円、ひとり親家庭等補助医

療費の減１０１万６,０００円であります。

次に、２８節繰出金２,１７７万３,０００円の減額補正は、国民健康保険特別会計及び後期

高齢者医療特別会計への繰出金ですので、その会計において説明いたします。

次に、２項老人福祉費１目老人福祉事業費１３節委託料８０万円の減額補正は、降雪量の減

に伴う除雪ヘルパー委託料の減。

２０節扶助費１８０万円の減額補正は、入所者の入院などによる老人福祉施設入所措置費の

減であります。

２０ページをお開き願います。

２目老人福祉センター費７節賃金１０万円の減額補正は、管理人の勤務体制の見直しによる

賃金の減。

１１節需用費３５万円の減額補正は、管理人が住み込みから通いになったことによる燃料費

の減。

１８節備品購入費１９万円の減額補正は、防炎カーテン購入価額の減であります。

次に、３目介護保険費７節賃金７万２,０００円の減額補正は、業務量の減に伴う保健師賃

金の減。

１３節委託料２４万１,０００円の減額補正は、検診受診者の減に伴う健康診断等委託料の

減。

１９節負担金補助及び交付金５２９万５,０００円の減額補正は、負担金確定による空知中

部広域連合負担金の減であります。

次に、３項１目とも身体障害者福祉費２０節扶助費１４万４,０００円の減額補正は、受給

者の減に伴う特別障害者手当の減であります。

次に、４項１目とも生活保護費２０節扶助費４１０万３,０００円の減額補正は、受給者の

減及び医療費の増に伴う増減で、生活扶助の減１８７万９,０００円、医療扶助費の増１５２

万４,０００円、施設事務費の減１５９万２,０００円、介護扶助費の減２１５万６,０００円

であります。

２２ページをお開き願います。

６項児童福祉費２目児童措置費２０節扶助費２７１万円の減額補正は、受給者の減に伴う児

童扶養手当の減であります。

次に、３目保育所費１１節需用費３５万９,０００円の減額補正は、燃料費でＬＰガスの減

１５万３,０００円、給食賄い材料費の減２０万６,０００円であり、１３節委託料４５万６,

０００円の減額補正は、広域入所保育委託料の減に伴うものでございます。

次に、４款衛生費１項保健衛生費２目予防費７節賃金３４万６,０００円の減額補正は、訪

問対象者数の減に伴う保健師賃金の減で、健康増進事業が１７万８,０００円、母子保健事業

が１６万８,０００円であります。

１１節需用費１６万４,０００円の減額補正は、予防接種者の減に伴う医薬材料費の減。

１３節委託料２９８万２,０００円の減額補正は、受診者数の減に伴う検診委託料の減で、

がん検診等の健康診査事業が１１３万８,０００円、妊婦検診の母子保健事業が８９万７,００
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０円、各種予防接種結核検診等の感染症対策事業が９４万７,０００円であります。

次に、２項清掃費１目清掃総務費１９節負担金補助及び交付金３０万円の減額補正は、回収

量の減に伴う資源ごみ等減量事業交付金の減であります。

次に、２目ごみ処理費１１節需用費１５万円の減額補正は、指定ゴミ袋購入枚数の減であり

ます。

２４ページをお開き願います。

１２節役務費１７万円の減額補正は、指定ゴミ袋販売手数料の減であります。

次に、３項１目とも病院費２８節繰出金１１０万８,０００円の増額補正は、地方交付税の

病床単価の改正等に伴う病院事業会計繰出金の増であります。

次に、４項１目とも水道費１９節負担金補助及び交付金３３万３,０００円の減額補正は、

償還金免除繰上償還に係る借換債の利率確定による減であります。

次に、６款農林費２項林業費３目治山事業費１５節工事請負費１１万１,０００円の減額補

正は、入札減による神威地区流末排水改修工事の減であります。

次に、７款１項とも商工費１目商工業振興費１９節負担金補助及び交付金７５万２,０００

円の減額補正は、中小企業振興保証融資利子補給の減でございます。

次に、５目公園費２８節繰出金２７７万３,０００円の減額補正は、市営神威岳観光特別会

計繰出金の減ですので、その会計で説明いたします。

次に、６目観光費１９節負担金補助及び交付金４８万円の減額補正の内訳は、富良野演劇工

房が文化庁補助金の採択を受けたため、地元負担がなくなったことにより「２０１０年夏歸

國」を公演する実行委員会に対する補助金の皆減１２０万円。

２６ページをお開き願います。

入浴者数の減による旧中村共同浴場代替浴場施設整備補助金の減８１万３,０００円、入湯

税と連動するチロルの湯温泉施設整備事業補助金の増１５３万３,０００円であります。

次に、８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費１５節工事請負費１３万２,０００円の減

額補正は、金井沢線道路改良工事の入札減であります。

次に、４項都市計画費２目下水道費２８節繰出金５４４万９,０００円の減額補正は、市営

公共下水道特別会計繰出金ですので、その会計で説明いたします。

次に、４目都市公園費１１節需用費車両修繕料２０万円の減額補正と１８節備品購入費１２

万９,０００円の減額補正は、執行残によるものです。

次に、５項住宅費１目住宅管理費１２節役務費１５万円の減額補正は、住宅あけ渡し請求強

制執行予納金の皆減。

１３節委託料１７万９,０００円の減額補正は、長寿命化計画策定委託料の入札減でありま

す。

１５節工事請負費１４５万４,０００円の減額補正は、改良住宅火災警報器取りつけ工事ほ

かの工事入札減であります。

２５節積立金６万６,０００円の減額補正の内訳は、改良住宅敷金基金の減２８万３,０００

円、市営住宅敷金基金の増２１万７,０００円であります。

２８ページをお開き願います。

２目住宅建設費１３節委託料３９万８,０００円の減額補正は、入札減に伴う歌神地区改良

住宅建替事業工事管理委託料の減２５万１,０００円、耐震改修促進計画策定委託料の減１４

万７,０００円であります。

１５節工事請負費７９６万４,０００円の減額補正は、入札減に伴う歌神地区改良住宅建替
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事業新築工事７７３万３,０００円の減、敷地造成工事６万３,０００円の減、駐車場整備工事

１６万８,０００円の減であります。

次に、９款１項とも消防費１目常備消防費１８節備品購入費１１万１,０００円の減額補正

は、消防ホース等購入の執行残であります。

次に、２目非常備消防費１節報酬１８万７,０００円の増額補正は、消防団員の増に伴う団

員報酬の増であります。

次に、３目消防施設費１３節委託料２７万１,０００円の減額補正は、庁舎改修実施設計委

託料の入札減。

１８節備品購入費５６０万９,０００円の減額補正は、高規格救急自動車の入札減でありま

す。

３０ページをお開き願います。

１０款教育費１項教育総務費２目事務局費１節報酬７９万９,０００円、８節報償費２１万

３,０００円の減額補正は、嘱託職員の異動に伴う減であります。

次に、３目奨学費１９節負担金補助及び交付金６８万２,０００円の減額補正は、中学校バ

ス通学者の減による遠距離通学費補助金の減４９万３,０００円、各種競技大会選手派遣の減

に伴う交付金の減１８万９,０００円であります。

次に、２項小学校費１目学校管理費７節賃金１０万円の減額補正は、用務員賃金の執行残。

１１節需用費４０万円の減額補正は、灯油使用料の減による燃料費の減。

１３節委託料４０万円の減額補正は、降雪量の減による除雪委託料の減であります。

次に、２目教育振興費２０節扶助費３８万円の減額補正は、就学援助申請人数の減による学

用品費等の減であります。

次に、３項中学校費１目学校管理費１１節需用費６２万６,０００円の減額補正の内訳は、

灯油使用料の減による燃料費の減２０万６,０００円、使用料の減による水道料、下水道料の

減４２万円であります。

次に、２目教育振興費２０節扶助費３２万円の減額補正は、就学援助申請人数の減による学

用品費等と修学旅行費の減であります。

３２ページをお開き願います。

４項１目とも幼稚園費７節賃金１８万円の減額補正は、特別支援教育支援員賃金の執行残で

あります。

次に、５項社会教育費１目社会教育総務費１４節使用料及び賃借料２９万円の減額補正は、

北海道からの派遣職員に係る住宅借上料の減であります。

次に、４目公民館費１１節需用費４０万円の減額補正は、使用料の減による電気料の減。

１８節備品購入費２００万円の増額補正は、繰越明許費の追加補正で説明しましたとおり、

住民生活に光をそそぐ交付金事業の第２次配分により実施するものであります。

次に、６項保健体育費１目保健総務費１３節委託料２９万９,０００円の減額補正は、教職

員健康診断委託料の執行残でございます。

次に、３目体育施設費１１節需用費２５万円の減額補正は、体育館燃料費の執行残１０万

円、電気料の執行残１５万円であります。

次に、４目学校給食費１１節需用費３７万円の減額補正は、ボイラー燃料費の執行残１０万

円、水道料、下水道料の執行残２７万円であります。

次に、７項青少年対策費２目児童厚生施設費１節報酬６６万１,０００円の減額補正と、次

のページの８節報償費２１万円の減額補正は、児童厚生員嘱託者の補充採用がおくれたことに
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よるものであります。

１８節備品購入費７１万１,０００円の減額補正は、神威児童センターのストーブ購入の入

札減であります。

次に、１２款１項とも公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料１億５,８７７万９,００

０円の増額補正は、繰上償還元金の増であります。繰上償還する市債は、平成１０年度債から

２０年度債までの縁故債１０本で、これによる効果額は償還利子相当分の１,０５４万６,００

０円であります。

次に、２目利子２３節償還金利子及び割引料１９３万７,０００円の減額補正は、平成２１

年度債の利子確定に伴う利子の減１０９万２,０００円、一時借入金利子の減８４万５,０００

円であります。

次に、１３款諸支出金１項普通財産取得費１目建物取得費１７節公有財産購入費７８万９,

０００円の減額補正は、歌志内ショッピングセンター取得費の確定によるものでございます。

３６ページをお開き願います。

１４款１項とも職員費１目職員給与費２節給料１,１４１万４,０００円の減額補正は、特別

職では副市長不在による皆減５６６万４,０００円、一般職給では職員の退職、異動等による

減５７５万円であります。

３節職員手当等１,２８２万６,０００円の減額補正は、特別職手当では副市長不在による期

末寒冷地手当の減２０９万１,０００円、一般職手当では主に職員の退職、異動等による減１,

０７３万５,０００円であります。

４節共済費５６７万１,０００円の減額補正は、特別職共済費では副市長不在による減３６

０万７,０００円、一般職共済費では２０６万４,０００円の減で、共済組合納付金、退職手当

組合納付金は職員の退職等による減、共済組合追加費用額、公務災害補償基金納付金は支給額

確定による減、退職手当組合追加納付金は前年度退職者の追加に伴う増であります。

次に、１５款１項１目とも予備費２,８７９万８,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調

整であります。

歳出を終わりまして、歳入を説明いたしますので５ページをお開き願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款市税１項市民税１目個人１節現年課税分３００万円の増額補正は、個人所得割の増によ

るものでございます。

２目法人１節現年課税分３９０万円の減額補正は、石炭関連企業の申告額の減によるもので

ございます。

次に、２項１目とも固定資産税１節現年課税分３１０万円の増額補正は、徴収額の増による

ものです。

２節滞納繰越分３６０万円の増額補正は、徴収額の増によるものでございます。

次に、４項１目とも市たばこ税１節現年課税分３１０万円の減額補正は、申告額の増による

ものです。

６ページをお開き願います。

６項１目とも入湯税１節現年課税分９０万円の増額補正は、チロルの湯日帰り入館者の増に

よるものでございます。

次に、８款１項１目１節とも地方特例交付金５００万円の増額補正は、交付額決定による児

童手当及び子ども手当特例交付金、減収補てん特例交付金の増であります。

次に、１１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金２節老人福祉施設入所負担金１
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００万円の増額補正は、老人ホーム楽生園入所者の所得階層が高くなったことによるものでご

ざいます。

３節児童福祉費負担金２４万９,０００円の減額補正は、広域入所保育料の減によるもので

す。

次に、１２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料１節職員宿舎使用料２６万４,０

００円の増額補正は、北海道からの派遣職員２名の住宅使用料であります。

次に、４目商工使用料１節誘致企業向け住宅使用料４８万円の減額補正は入居者の減による

ものです。

次に、５目土木使用料３節住宅使用料５２３万３,０００円の減額補正の主な内訳は、改良

住宅の現年度分で２６０万３,０００円の減、これは当初見込みより、入居戸数で３３戸の

減、市営住宅の現年度分では１３１万２,０００円の減、これも当初見込みより入居戸数で６

戸の減、単身者向け住宅現年度分では５４万円の増、これは当初見込みより入居戸数で３戸の

増、シルバーハウジングの現年課税分では５１万３,０００円の減、これは当初見込みより入

居戸数で３戸の減などであります。

４節駐車場使用料１１万５,０００円の増額補正は、使用件数の増によるものです。

８ページをお開き願います。

２項手数料２目衛生手数料４節ごみ処理手数料１３０万円の減額補正は、指定ゴミ袋販売枚

数の減によるものです。

５節ごみ処分手数料３０万円の増額補正は、上歌最終処分場への直接搬入量の増によるもの

です。

次に、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金２節身障者福祉費負担金１０万

８,０００円の減額補正は、特別障害者手当等給付費の減。

８節児童扶養手当負担金９０万４,０００円の減額補正は、児童扶養手当の減。

１０節保険基盤安定等負担金８万９,０００円減額補正は、一般被保険者及び保険税収納額

の減少に伴う保険者支援分の減であります。

次に、２項国庫補助金１目民生費補助金１節障害者自立支援事業補助金４６万４,０００円

の減額補正は、事業費の減に伴う地域生活支援事業費の減であります。

次に、４目土木費補助金１節住宅地区改良事業費交付金６６７万６,０００円の増額補正

は、入札減による改良住宅事業の減３１万３,０００円、補助基本額の増に伴う歌神地区改良

住宅建替事業の増６９８万９,０００円であります。

２節市営住宅交付金３８５万７,０００円の増額補正の内訳は、補助事業の追加採択に伴う

市営住宅事業の増３８３万４,０００円、住宅・建築物安全ストック形成事業の増２万３,００

０円であります。

３節社会資本整備総合交付金１,９１２万円の増額補正の内訳は、市道除雪事業が５０５万

円、高規格救急自動車整備が１,４００万円、老人家庭除雪事業が７万円であります。

次に、６目総務費補助金２節地域活性化交付金１,０５７万９,０００円の増額補正は、繰越

明許費の補正で説明しました住民生活に光をそそぐ交付金の第２次配分であります。 次に、

３項委託金２目民生費委託金２節児童福祉費委託金１９万８,０００円の増額補正は、子ども

手当事務の増であります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金２節生活保護費負担金１０２万６,０

００円の減額補正は、住所地特例分生活保護費の減であります。

８節保険基盤安定等負担金１３２万円の減額補正の内訳は、国民健康保険税では対象となる
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一般被保険者の減少に伴う税軽減分の減７０万８,０００円、一般被保険者及び保険税収納額

の減少に伴う保険者支援分の減４万４,０００円。

次ページの後期高齢者医療では、軽減対象者数の減少に伴う保険料軽減分の減５６万８,０

００円であります。

次に、２項道補助金１目民生費補助金２節障害者自立支援事業補助金３０万６,０００円の

減額補正は、事業費の減に伴う地域生活支援事業費の減。

４節身障者福祉費補助金２３７万３,０００円の減額補正は、受給者及び受診件数の減少に

伴う重度心身障害者医療費の減であります。

５節ひとり親家庭等補助金５３万６,０００円の減額補正は、受給者及び受診件数の減少に

伴うものです。

６節児童福祉費補助金５８万４,０００円の減額補正は、受給者数の減少に伴う乳幼児医療

費の減。

８節離職者の安心生活支援事業３７万９,０００円の減額補正は、利用者がいなかったこと

により皆減するものでございます。

次に、２目衛生費補助金１節保健事業費補助金４２万１,０００円の減額補正は、健康増進

事業、妊婦健康診査事業とも受診者数、受診者及び対象者の減に伴うものでございます。

次に、３項道委託金１目総務費委託金２節参議院議員選挙費委託金１７万円の減額補正は、

委託金の確定に伴うものでございます。

次に、１５款財産収入２項財産売払収入１目不動産売払収入１節土地売払収入１５万３,０

００円は、赤平市に所在する市有地３,７７５平方メートルを、デジタルテレビ中継局用地と

して赤平市に売り払いをしたものでございます。

次に、１６款１項とも寄附金１目１節とも一般寄附金４０万４,０００円の増額補正は、寄

附金３件の増であります。

次に、２目１節ともふるさと応援寄附金４５万円の増額補正は、ふるさと応援寄附金応援寄

附条例に基づく寄附金の増であります。

１２ページをお開き願います。

１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金７,２４４万２,０００円の増額補正は、平成２

１年度繰越金残額を追加補正するものでございます。

次に、１９款諸収入４項雑入７目１節とも後期高齢者医療広域連合事業収入４０万円の増額

補正は、広域連合すこやか推進事業補助金であります。

次に、８目雑入４節医療費附加給付金７９万９,０００円の増額補正は、対象件数の増に伴

う重度心身障害者医療費附加給付金の増。

５節生活保護費返還金９１万７,０００円の増額補正は、労災補償保険給付金受給等による

ものでございます。

９節建物総合損害共済収入６５万７,０００円増額補正は、雪害によるロマン座と改良住宅

の屋根補修分であります。

１０節雑入７０９万９,０００円の増額補正の内訳は、北海道市町村備荒資金組合配分金の

減３４万円、空知中部広域連合返還金の増１５万９,０００円、北海道市町村振興協会助成金

の増１８万円、中・北空知廃棄物処理広域連合職員派遣の人件費負担金の増７１０万円であり

ます。

次に、２０款１項とも市債については、地方債補正の変更の中で説明いたしましたので省略

させていただきます。
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次に、議案１１号に参ります。

議案第１１号平成２２年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）。

平成２２年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２４万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,４１５万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

続いて、事項別明細書の歳出について説明いたしますので、３ページをお開き願います。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費２７節公課費１５２万９,

０００円の減額補正は、平成２１年度消費税の確定に伴う減であります。

次に、２款１項とも公債費２目利子２３節償還金利子及び割引料７１万３,０００円の減額

補正は、平成２１年度起債利子確定に伴う減であります。

次に、事項別明細書の歳入について説明いたしますので、２ページをお開き願います。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

２款使用料及び手数料１項使用料１目１節とも下水道使用料３２０万７,０００円の増額補

正は、使用料の増減に伴い、家事用で９４万円の増、業務用で２７６万３,０００円の増、浴

場用で４９万６,０００円の減であります。

次に、３款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金５４４万９,０００円の減額補正

は、歳入歳出予算の調整により一般会計に繰り戻すものでございます。

次に、議案第１２号に参ります。

議案第１２号平成２２年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第３号）。

平成２２年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２７７万３,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,７４７万４,０００円とする。

２項は省略いたします。

続いて、事項別明細書の歳出について説明いたしますので、２ページをお開き願います。

市営神威岳観光特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款１項ともスキー場事業費１目スキー場運営費１４節使用料及び賃借料２４万５,０００

円の減額補正は、道有林借上料の減、１５節工事請負費２５２万８,０００円の減額補正は、

リフト整備箇所の精査による工事費の減、入札減に伴う給水設備改修工事の減であります。

次に、事項別明細書の歳入について説明いたします。

市営神威岳観光特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金２７７万３,０００円の減額補正は、歳入

歳出予算の調整により一般会計に繰り戻すものでございます。

次に、議案第１３号に参ります。

議案第１３号平成２２年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。

平成２２年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。
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（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,７００万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６,７３０万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

続いて、事項別明細書の歳出について説明いたしますので、４ページをお開き願います。

国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費２節給料６３万４,０００円の減、３節職員手当

等３６万５,０００円の減、４節共済費４１万３,０００円の減は、それぞれ人事異動に伴う一

般職給、各種手当及び各種共済費の減額補正であります。

次に、２目広域連合負担金１９節負担金補助及び交付金５,１７３万円の減額補正は、空知

中部広域連合負担金の減であります。

５ページをお開き願います。

４款１項１目とも予備費１億１５万円の増額補正は、歳入歳出予算の調整であります。

次に、事項別明細書の歳入について説明いたしますので、２ページをお開き願います。

１款１項とも国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税１節医療給付費分現年課税分

１３０万円の減、３節後期高齢者支援金分現年度課税分７０万円の減は、決算見込みを勘案し

ての減額補正であります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金２,０２８万３,０００円の減額補正

は、保険基盤安定分の減１１２万２,０００円、財政安定化支援事業分の減１２万３,０００

円、出産育児一時金の減２８万円、広域連合共通経費の減７２０万６,０００円、人件費の減

１,１５５万２,０００円であり、一般会計へ繰り戻すものでございます。

次に、３款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金２,７６２万３,０００円の増額補正は、平

成２１年度繰越金残額を追加補正するものでございます。

３ページをお開き願います。

４款諸収入２項１目１節とも雑入４,１６６万８,０００円の増額補正の内訳は、平成２１年

度清算に伴う空知中部広域連合返還金の皆増１億２９４万３,０００円、当初予算時における

財源調整分の解消分として６,１２７万５,０００円の減であります。

次に、議案第１４号に参ります。

議案第１４号平成２２年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

平成２２年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５１万７,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,１３８万３,０００円とする。

２項は省略いたします。

続いて、事項別明細書の歳出について説明いたしますので、３ページをお開き願います。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費２節給料２４万２,０００円の減、３節職員手当

等２２万２,０００円の減、４節共済費１７万４,０００円の減は、それぞれ人事異動に伴う一

般職給各種手当及び各種共済費の減額補正であります。

次に、２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金９４万

円の減額補正は、北海道後期高齢者医療広域連合負担金の減であります。
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次に、５款１項１目とも予備費６万１,０００円の減額補正は、歳入歳出予算の調整であり

ます。

次に、事項別明細書の歳入について説明いたしますので、２ページをお開き願います。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款１項１目とも後期高齢者医療保険料２節滞納繰越分保険料８万８,０００円の減額補正

は、前年度滞納繰越額がなかったことによる皆減であります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１４９万円の減額補正は、歳入歳出

予算の調整により一般会計へ繰り戻すものでございます。

次に、４款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金６万１,０００円の増額補正は、前年度決

算に伴う繰越金の皆増であります。

以上で、議案第１０号から議案第１４号までの各会計補正予算の事項別明細を含めての説明

を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（梶敏君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） －登壇－

議案第１５号平成２２年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量の第２号中、年間患者数「３万７,４７５人」

に４３８人を加え「３万７,９１３人」に、内訳入院患者の「２万５８７人」に４３８人を加

え「２万１,０２５人」に改め、第３号中、一日平均患者数「１２５人」に一人加え「１２６

人」に、内訳入院患者の「５６人」に一人加え「５７人」に改めるもので、患者数は１２月末

の実績を勘案して調整するものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入の第１

款病院事業収益の既決予定額５億５,１６１万３,０００円に５７３万円を増額して５億５,７

３４万３,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益の既決予定額に４

６２万２,０００円を増額して４億１,７７３万７,０００円に、第２項医業外収益の既決予定

額に１１０万８,０００円を増額して１億３,９６０万６,０００円に改めるものであります。

支出の第１款病院事業費用の既決予定額５億９,０３８万円から１,３００万４,０００円を

減額して５億７,７３７万６,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業費用

の既決予定額から１,３００万４,０００円を減額して５億６,４５４万７,０００円に改めるも

のであります。

第４条は、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の第１

号職員給与費「３億７,１０７万６,０００円」から９９２万５,０００円を減じて「３億６,１

１５万１,０００円」に改めるものであります。

第５条は、予算第８条に定めた会計からの補助金１億２,５７６万６,０００円に１１０万

８,０００円を増額して１億２,６８７万４,０００円に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、２

ページをお開きください。

支出の１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の９９２万５,０００円の減額の内訳は、

（給料）２節看護師給２４９万２,０００円の減、３節医療技術員給５４万５,０００円の減、

（手当）６節看護師手当１７８万６,０００円の減、７節医療技術員手当７２万９,０００円の

減、これらは看護職員の退職、採用等による増減と理学療法士の休職に伴う減であり、（賃
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金）１１節労務員給１５３万５,０００円の減は、病棟勤務における看護助手の不測の事態に

備えるため予算を確保しておりましたが、現状の体制で推移してまいりましたことから、この

間の予算計上分を減額するものであります。

１２節報酬１１８万円の減は、医師体制において不測の事態に対応するための予算を確保し

ておりましたが、ほぼ変更なく推移しましたことから、この間の出張医師報酬額分を減額する

ものであります。

１３節法定福利費１６５万８,０００円の減は、先ほど申し上げました看護職員の退職、採

用等による増減で、それぞれ予算計上分を減額するものであります。

次に、３目経費３０７万９,０００円の減額の内訳は、１３節賃借料２２９万１,０００円の

減、これは医療機器設備借り上げで入札執行によるリース料の減及び在宅酸素濃縮器借り上げ

で、使用者３人分の予定から一人分の見込みにより減額するものであります。

１５節委託料７８万８,０００円の減は、検便培養等の検査委託の減であります。

１ページへお戻りください。

収入の１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益１節内科で４６２万２,０００円の増

は、入院患者数の増によるものであります。

次に、２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金の１１０万８,０００円の増

は、病院事業に係る地方交付税算定の病床単価の改正等に伴い、増額分を一般会計から繰り入

れるものであります。

次に、３ページから５ページの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまして御

説明いたしますので、７ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は既決予定額より１,８７３

万４,０００円を減少した２,２０４万６,０００円となり、年度末の累積欠損金は８億５,５９

５万７,０００円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（梶敏君） ここで、暫時休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

────────────────

午前１１時０５分 再開

○議長（梶敏君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

これより、議案第１０号平成２２年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）について質疑に

入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○４番（川野敏夫君） 何点かちょっと確認させてください。

歳出、１４ページの件で、説明の中に嘱託職員が退職したのでということで、報酬、共済、

その他が減額で補正されたということなのですけれども、この退職された職員の補充というの

は今後必要ないのかどうか、その辺ちょっとお尋ねします。

それから、各減額の説明の中に、例えば地域生活支援事業、それから障害者自立支援給付事

業、こういう事業に対して利用者の減ないしは受給者の減という説明、それぞれあるのですけ

ども、この利用者の減というのは、やはりその事業のＰＲというのか、そういうのが不足して

いるのか。あるいは、余裕を持った予算でこれだけの残が出たよということなのか、また、人

口の減少との連動はあるのかどうか、その辺どういう判断をしているのか、ちょっとお尋ねを

したいと思います。
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それと２９ページ、消防団員の報酬、若干ふえているのですけれども、これの説明として団

員が加入されたということなのですけれども、これは予定数の団員の数になったのかどうか、

その辺ちょっと確認をさせてください。

それと、３４ページの児童厚生員の報酬の減、これは児童厚生員を雇用するのが時間的にお

くれたということなのですけれども、このおくれた理由と、おくれた間の児童に対する障がい

はなかったのかどうか、この辺をお尋ねします。

それと３６ページ、職員給ですけれども、副市長の職員給、これをざっと足し算しますと

１,０００万円以上を超えている減額補正になるわけなのですけれども、２年以上こういう体

制が続いてきて、ただ、この体制ではふさわしくないというのは以前から言われている格好な

のですけども、こういう体制、この減額をどういうふうにとらえているのか、それをお尋ねし

たいと思います。お願いします。

○議長（梶敏君） 理事者答弁、岩﨑総務課長。

○総務課長（岩﨑雄逸君） 一つ目の嘱託職員の補充の件ですけれども、必要なものについて

は補充をすると。一般職についてはなるべく補充をしないようにして、技術職とかそういう面

の嘱託については、その定数によりますので補充を考えていかなければならないというふうに

考えております。

○議長（梶敏君） 荒岡保健福祉課長。

○保健福祉課長（荒岡宏明君） 利用者の減、それから事業者の減という表現でございます

が、それぞれの事業によりましてとらえ方がちょっと違いまして、生活支援の関係で例を申し

上げますと、障がい者の方の手話サービスというのが、コミュニケーションサービスがござい

まして、基本的には毎月数回の病院に多様的に手話さんを介してやる事業があるのですが、当

初もくろんだ計画回数を診察の関係で下回ったとかという関係の部分で減という表現をしてい

るものもございますし、また、あらかじめ児童手当のように概数は掌握しているのですけれど

も、年度間に出入りがあったり、転出があったりというようなことで、対象者が減という表現

もございます。そういう使い分けの関係で、今言った表現をしております。

今の関係については、人口の減というのが、先ほど言いました児童手当については転出と

か、施設に入所とかという部分にすれば人口の減というとらえ方になるかと思います。

○議長（梶敏君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 消防団が予定の人員になったかという問いでございますが、現在、消

防団員の定数は６０名でございます。今現在の人員は５２名、内訳は第１分団と団本部につき

ましては定員に達しております。第２分団が８名の減となっております。

以上でございます。

○議長（梶敏君） 阿部教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（阿部幸雄君） 児童厚生施設の嘱託職員の関係でございますけれど

も、２月に嘱託職員の方が死亡退職されまして、４月から配置ができませんでした。結果的に

９月１日から嘱託職員の方を配置してございますけれども、その間の期間につきましては賃金

で対応しております。

○議長（梶敏君） 泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） 職員費の関係で、副市長の給与の関係の質問が出ました。

副市長の不在ということで、大変議員の皆さん、そして市民の皆さんには御心配をおかけし

ているところでございます。決してこの形が、充実した行政体制ということは思っておりませ

ん。私といたしましても、できるだけ早い時期に、これまでも申し上げてまいりましたけれど
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も、この解消に向けて努力はしていきたいと、このように考えておるところでございます。

また、この間、各職員にいろいろ協力いただきまして、市民の皆さんに迷惑をかけないよう

行政を進めてまいりましたし、またそのように解消する間、職員と協力をしながら行政に携

わっていきたい。この件については諸般の事情等ございまして、大変御迷惑、御心配をかけて

いることについては、私のほうからおわび申し上げたいと思います。

今後につきましても、早期の解消に向けて努力をしてまいりたいと、このように思っており

ます。

○議長（梶敏君） ほかに質疑ありませんか。

有恵洋子さん。

○１０番（有恵洋子君） まず、収入のかかわるほうからお尋ねいたします。

８ページでごみ処理、ごみ袋処理券の１３０万円に及ぶ減額があります。この減額は、先ほ

どは購入減という説明がありましたけれども、この購入減という要素というのは、例えば人口

減か、それとも資源の回収が順調に進んで全体量のごみが減ったというふうに判断したらいい

のか、その辺の判断をお尋ねします。

それから９ページで、住民生活に光をそそぐ交付金、第２次分１,０５７万９,０００円が入

りました。その後で、支出のほうでは公民館のほうの２００万円でしたか、支出があるわけで

すけれども、この第２次配分の中からの公民館のほかに、どのような事業を予定されているの

か。今の説明の中ではちょっと見えなかったかなと思うのです。前回の臨時議会での計画の中

とも関連があるのかと思うのですけれども、この件、改めてお尋ねいたします。

それから、あと支出の関係です。

２６ページで、代替浴場施設８１万３,０００円が減額されました。代替浴場の件は、一番

のもとは中央団地の浴場がなくなった関係で、チロルに入浴するときの補助だと思うのですけ

れども、それで対象者が少なくなったからなのか、中央団地からの居住者が少なくなった関係

なのか、この辺の内容をお尋ねいたします。

それから、３１ページの中に小学校、中学校の要・準要保護就学援助費の削減が計上されて

います。この内容なのですけれども、先ほどの説明では申請人数の件という報告がありまし

た。この支給の内容なのですけれども、前年度と今年度では支給の中身が一部変わったと思う

のです。改めて、それで支給の中身の上での確認をしたいので質問いたします。

それと、デジタル化の問題で、２８ページです、ここで減額１０万７,０００円があるわけ

ですけれども、これで歌志内市としてデジタルに係るもろもろの事業と言ったらいいでしょう

か、アナログからデジタルに変わる上での整備は、公の立場で行うのはこれで終了したとみな

していいのかどうなのか、質問いたします。

それと、３４ページの市債の件なのです。１億５,８００万何がしの市債、先ほどの説明で

すと、北門さんの１０本で、平成１０年から２２年度の市債を返還する。その利子の効果額は

１,０００万円、１,５００何万という額ですから、これは市にとっては大きな効果があるとい

うふうに私も押さえます。このように、利息の減少という点では、今後の歌志内市のいろいろ

な面でプラスになるという点で、そういうことは評価しつつ、このような１０本に及ぶ市債の

返還をするに当たって、今まで何度か基金の問題でも質問はしてきたのですけれども、市民へ

の還元の部分でのそういうことを検討しつつ、こういう１０本の返済という計画を組まれた

か、その辺、私は決して市債を返還したのはまずいというそういう立場ではありません。利息

が減るという点、今後のいろいろな借入金が減るという点では、それは肩の荷が軽くなるとい

う点ではいいことだと思っています。でも、そういうことを考えながらも、今の住民生活を考
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えることも視野に入れなければならない問題だという立場からの質問です。そういう点で、市

民への還元のいろいろな施策を考えられた、計画を持ちつつこういう返済を考えられたか、そ

の点を質問いたします。

以上です。

○議長（梶敏君） 理事者答弁、奥原市民課主幹。

○市民課主幹（奥原均君） ごみ処理手数料の減が１３０万円ほど減額補正しているというこ

とで、その理由についてのお尋ねかと思いますが、端的に申し上げれば人口の減少に伴って、

ゴミ袋を買う枚数が減ったということは事実でございますが、平成２０年度ごろからごみ量そ

のものは変わっておりません。大体年間１,１００トン程度で推移しております。

その原因といたしましては、買う枚数、有料の袋枚数は減っておりますけれども、各町内で

清掃ごみですとか、そういう関係の無料で収集するごみ、これが若干ふえておりまして、ごみ

の全体量としては変わっていないと、こういう状況でございます。

○議長（梶敏君） 岩﨑総務課長。

○総務課長（岩﨑雄逸君） 光をそそぐ関係の事業でございますけれども、２次配分の１,０

５７万９,０００円については公民館の関係で、一般財源を既に８９７万９,０００円をもって

繰越明許、臨時市議会で議決になっていますので、ここに充当するということで、公民館の整

備事業費として計上する形になっています。既にもうその事業を含んでいると。それで、交付

金に足りない部分については、今回の繰越明許の事業と備品購入費ということで計上している

ところです。

○議長（梶敏君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 中村共同浴場の代替浴場施設の補助の関係について御答弁申し上げ

ます。

対象者につきましては、４０人という形になっております。その部分が少なくなったという

ことはございませんけれども、長期入院とかそういう形で体調を崩された方が入浴の利用がな

かったということと、それから当初予算におきましては、中村浴場の入浴自体につきましては

週３回、年間でいきますと１８０日の運営でございましたけれども、チロルの湯の代替に変わ

りましては、休館日を除きまして３６０日の中で御利用をいただくというようなことから、当

初予算におきまして２５２日の設定利用の部分の対象者人数で予算計上をしておりましたの

で、実績数に合わせた形で今回減額をしたということで御理解いただきたいというふうに思い

ます。

○議長（梶敏君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦） 小中学校の就学援助の関係でございますけれども、小学校、中学校

とも該当者の人数が減ったということが主な減額でありまして、それからもう１点、支給の内

容、前年度と内容が違うということですけれども、当市においては前年度と今年度、違いのも

のはありません。

○議長（梶敏君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 地上デジタル放送の受信整備の関係でございますけれども、有恵

議員さんが言っておりました２８ページの地上デジタル放送の受信整備の残の件でございます

が、この受信整備につきましては、改良住宅の神楽岡地区の受信に障害ある地域の整備をした

ということで、これをもちまして市営住宅に係る整備につきましては終わったということでご

ざいます。

○議長（梶敏君） 森脇財政課長。
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○財政課長（森脇正志君） 繰上償還ということで、補正の中で１億５,８７７万９,０００円

のほうの繰上償還を今回御提案させていただいていますが、その中で福祉関係の予算の復元と

の関わり合いということなのですが、まず実体的に言えば、歌志内が今持っております起債の

現在高というのが、それを住民１人当たりに直して他市と比較をしますと、他市というのは空

知管内の他の市と比較しますと、トップクラスにいるという状況にありまして、こういう住民

に係る１人当たりの公債費を減額するというのも行政としては義務というふうに考えており、

今回、繰上償還をいたしたいということでありました。

それで、住民福祉につきましては、平成１８年から財政健全化計画の中でいろいろな施策の

廃止だとかをやっております。しかしながら、平成２１年度から廃止になったものが直接復活

するという形はとっていませんが、その時代に合った福祉なり住民サービスの充実を、２１年

度、２２年度という形で力を入れてやっているという状況でございます。

また、２３年度につきましても、住民福祉の向上と教育の振興をやはり優先させまして、繰

越明許費事業も含めまして、福祉、教育施設の改修事業にかなり重点を置いてやっているとい

うことで、決して福祉関係のものをなおざりにして起債の繰上償還を実施しているというふう

にはしていないつもりでございます。

○議長（梶敏君） 有恵洋子さん。

○１０番（有恵洋子君） 一つ、ごみの問題からです。

ごみの件では、全体的なごみの量は減っていない。ふえている部分は、大掃除のときの公の

ごみがふえているというふうに受けとめたのです。問題は、私ども自身、私どものいろいろな

意識の面もあるのですけれども、資源のごみをもっともっと資源のほうへ出して減量をという

点では、市としてその点、力を注ぐべきではないかなというふうに思うのですけれども、その

点でもう一度、担当者のお考えを聞きたいと思います。

それから、就学援助の件なのですけれども、前年度と今年度と支給の内容は同じだというふ

うにおっしゃいました。ですけれども、今年度からはクラブ活動費とか生徒会費とかＰＴＡ会

費が就学援助の中の項目として新たに加わったのです。調べてみますと、全市町村ではないの

ですけれども、北海道では約３０市町村にとどまっているので、その残りの中に歌志内が入っ

ているのかなと、今、回答を聞きながら思ったのです。

この就学援助の中には、今申しました三つの項目が今までと違って加えられたので、ぜひと

もこれは就学援助の中のプラスの面として再検討していただきたいと思うのですけれども、担

当者の考え方をお尋ねしたいと思います。

それから、起債の件なのですけれども、今までいろいろ担当者の方、新たな施策を出されて

いるので、私は決してなおざりにしているとは思っていませんけれども、一つの例として申し

ます。

今まで話をすると、公平感をという言葉が出てきたことがあるので改めて紹介したいのです

けれども、除雪ヘルパーの件を申したいのですけれども、前は無料だったけれども、昨年から

でしたか、１人２５００円だから１シーズン１万円の負担になりますね。その負担によって、

受けたいけれども受けられないという現実にいるのです。例えば、生活保護を受けている方、

わずかな生活保護の中から月２,５００円の負担はやはり大きいのです。生活保護だけではな

くても、国民年金をもらっている方、決して多くはないし、国民年金をもらっている方からこ

ういう言葉が出てくるくらい、生活保護のほうがいいよねという言葉が出てくる。生活保護に

目を向けてはいけないのだけれども、それだけ苦しいから、生活保護をもらっていれば病院に

行くときに医療費がかからないとか、保険料を払わなくていいという部分があるので、そのよ
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うにして差し引きすると生活保護のほうがいいよねという苦しさからそういう言葉が出てく

る。そういう現状の人たちが、まだ歌志内にはいらっしゃるという。

ことしは幸い雪が少なかったから昨年ほどでもないけれども、これは一つの例です、雪で苦

しめられている方もいらっしゃると。そういうところは、私は公平感という言葉が使われるけ

れど、生活が大変で、そして雪がすごく生活の上で負担だということは、だれしもそれは認め

ることだと思う。そういうところに市の光を当てることは、本当にこれは公平感を損なうこと

ではないというふう思います。そういう観点から、市債の返還も大切だけれども、そういうと

ころにも光を当てていくべきだというふうに私は考えますので、市民にとっては行政は生活の

よりどころですから、そして市の住民サービスは第１の使命ですから、そういう点での考え方

というのを今後、行政として示すべきだと私は思うのです。そういう点で、もう一度見解をお

尋ねしたいのですけれども、いかがでしょうか。お願いします。

○議長（梶敏君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 私のほうからは資源ごみの関係でございますが、もっとＰＲして

回収率を高めるべきではないかというような御質問でございますが、現在、砂川地区の保健衛

生組合、私どもを含めまして５市町入っておりますが、この中で歌志内市は資源ごみの回収

率、これが非常に高くなっております。ということは、衛生協力会、交付金を交付して資源回

収をしておりますので、この部分が比較的うまくいってるのではないかなというふうに思って

おります。

ほかの市町村から比べてもその率が高いということですので、衛生協力会を通しまして今後

も協力をお願いして、さらに回収率を高めるようにしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

○議長（梶敏君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦） 就学援助費の関係でございます。

クラブ活動費と生徒会費、ＰＴＡ会費、この３項目が２２年度から追加された状況でござい

ます。それで、先ほど３１市町村が道内で導入を図っているということで道内では約２割とい

う状況でございまして、道内的にも８割の市町村がまだ導入に至っていないという状況であり

まして、やはり援助が義務化されていないという状況の中で、各市町村の財政難という部分が

影響されて、全道的にもまだ８割が導入されていないような状況というふうに伺っておりまし

て、ここら辺の中空知の近隣についても、まだ導入されているところがないような感じで聞い

ております。

うちとしても、現状３項目の追加というのはわかっておりましたけれども、現状の項目を継

続していきたいというふうには考えておりますけれども、そのほかに就学援助に限らず、当市

において教材教具、補助教材を全員の児童生徒に市の負担として出しているという部分も考慮

して、それなりの教育的配慮というものも考えて今まで続けているわけでありまして、現状、

今の支給項目を続けてまいりたいと考えておりますけれども、これからの国の財政的な部分の

支援といいますか、そういう状況、それから近隣の導入の状況、こういうものも視野に入れな

がら調査・研究は進めてまいりたいというふうに思っております。

○議長（梶敏君） 泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） 市債の繰上償還について、るる御質問がありました。

担当課長がお答えしたように、住民サービスの経緯について、これは考えないでということ

ではなく、将来の住民負担の軽減というものを考え、また、住民サービスの凍結していた部分

をどういった形でまた復元するかということについては、常に予算編成、あるいは予算の執行
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の段階で意見や知恵を出しながら努めているところでございます。

御承知のように、実質公債費比率の早期健全化というものについては、皆さんの御協力によ

りまして脱却することができました。しかし、２１年度決算でいわゆる２３.３％、２５％を

クリアしたけれども依然として厳しい状況にあるということは、これは職員も念頭に置いてい

るところでございまして、いわゆる財政健全化第２次計画の中では、この公債費比率、いわゆ

る起債制限を受けない１８％以下を目指しながら住民サービスの向上を図っていきたいという

原点にもあったところでございます。

したがいまして、２３年度の予算、これからいろいろ審議いただくわけでございますけれど

も、予算編成、そしてその執行に当たってもそういった中で知恵を出しながら、今言われた、

特に歌志内市としては福祉の関係、前年度からもいろいろ予算編成の中で話をしておりますけ

れども、除雪関係については、やはり福祉対策として優先順位の中で対応をしていかなければ

ならないというものについては、十分考えていきたいと思っておりますし、住民サービスの復

元等については、これは制度等でございますので、将来にわたって財源の確保をできるような

形をいち早くつくりたいというのも一つの考え方でございます。そういった意味で、今回、繰

上償還をさせていただきました。

こういった形の中で、住民サービスの向上につきましても引き続き施策を考えていきたい

と、このように思っております。

○議長（梶敏君） ほかに質疑ありませんか。

山崎数彦さん。

○３番（山崎数彦君） １点だけお聞きします。

教育費の関係の３０ページからずっとあるのですが、小学校、中学校、それから体育館、学

校給食ということで、それぞれ一般経費の中の需用費の関係で燃料費の減がずっと出ているの

ですが、他の課に比べて若干燃料費の減が多いものですからお聞きしたいのですが、特にきの

うの新聞を見ましても、油がリッター１５０円を超えるのではないかという、こんな予想をさ

れていますし、当然関連する灯油等も値上がりをするという報道とか、新聞等にも出ています

が、多分この教育費の予算、この補正予算は２２年度の決算見込みを勘案して補正をつくった

とは思うのですが、その年次の多分２月の末ごろに予算案としてつくったのではないかと思う

ものですから、それ以降、こういったようにどんどん燃料費が高騰するという中で、あえて教

育費関係の燃料費等が減額をされているので、この辺どういうことなのか、ちょっとその辺を

お聞きしたいと思います。

以上です。

○議長（梶敏君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦） 燃料費の関係でございますけれども、まず小学校、中学校につきま

しては、小学校は統合したということで、２２年度の当初予算においては、統合前の２校の燃

料費を、どのように統合後の燃料費を見るかということでいろいろ考えた中で、２校分の７５

％相当分を当初予算で計上しております。これについては、やはり統合した後の燃料費を正確

に見込めないという状況がありまして、子供たちが寒がらないというような形を何とか保証し

ていきたいということで、少し余裕を持った当初予算の計上をしておりまして、今回、そのよ

うな部分で見通しが大分立ってきたという部分で、使用する量を減額してきているということ

でございます。単価の増もありますけれども、ここら辺を勘案しながら調整して減額をしてい

るというところでございます。

また、中学校についても、一昨年、移転したのですけれども、当初予算計上時については、
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移転後の一年間の実績がまだ出ていない状況です。これは見込みの状況ですけれども、これに

ついても実績が出ていないので、ある程度の見込みの中で、余裕を持った中でやっていたとい

うことで、こちらについても使用料を余裕を持った部分を実績が出たということで、こちらも

単価の増の部分も勘案しながら減額しているという状況になっております。

○議長（梶敏君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１１号平成２２年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１２号平成２２年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第３号）に

ついて質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。
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これより、議案第１３号平成２２年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。質疑はありませんか。

有恵洋子さん。

○１０番（有恵洋子君） ４ページのところの広域連合負担金補助金の５,１７３万円のマイ

ナスなのですけれども、この内容と、医療費などはちょっとするとすぐ金額が上がるから、こ

のぐらいの数字に簡単になるのかなと思うのですけれども、内容的に保険料の関係や医療費の

減だとか人口とか、どういう部分でこのような５,１７３万円の広域連合からのマイナスが

あったのか、負担が軽くなったのかという点でお尋ねしたいのですけれども。

○議長（梶敏君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 広域連合の負担金の部分でございますが、この部分につきまして

は、当初２億９２３万８,０００円を予定していたところを１億５,７５０万８,０００円とい

うことで、５,１７３万円の減となっておりますが、これは平成２２年度の分賦金の基礎とな

りました医療費が、その基礎となったときの前年の医療費が高かったものですから、その部分

が普通に戻ったということで、医療費の部分の影響が非常に大きいというふうに聞いておりま

す。

○議長（梶敏君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１４号平成２２年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１４号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１５号平成２２年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について質

疑に入ります。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

午前１１時４８分 休憩

────────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（梶敏君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議案第１６号から議案第２１号まで

○議長（梶敏君） 日程第９ 議案第１６号より日程第１４ 議案第２１号まで一括議題とい

たします。

この件について、一括提案理由の説明をお願いいたします。

泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） －登壇－

議案第１６号から議案第２１号まで、提案いたしました平成２３年度歌志内市各会計歳入歳

出予算につきまして、会計別にその概要を御説明いたします。

１、予算の総額は、一般会計３９億２,９００万円、市営公共下水道特別会計４億１,７８０

万円、市営神威岳観光特別会計５,０１０万円、国民健康保険特別会計１億７,２６０万円、後

期高齢者医療特別会計９,２５０万円、合計４６億６,２００万円。病院事業会計６億５,７７

９万２,０００円、総計５３億１,９７９万２,０００円であります。

一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ３億１,７４０万円、６.４％の減であり

ます。また、事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ３億１,５９６万９,０００円、

５.６％の減であります。

２、一般会計につきまして御説明いたします。

本年度の予算編成は、住民福祉の向上と教育の振興を基本としながら、歳入に見合った歳出

予算の計上に努め、安定した財政基盤の確立を目指すことを主眼といたしました。

住民福祉の向上につきましては、予防接種事業及び健診事業の充実を図るほか、高齢者等生

活支援事業など、各種福祉サービスを継続して実施いたします。

教育の振興につきましては、放課後学習サポート事業として、小学校通学バス臨時便の運行

を実施するほか、教育環境の整備に努めます。

また、定住化促進、企業誘致活動に弾みをつけるため、東光地区において宅地分譲事業を開

始するとともに、住宅を建設された方には建設費補助を実施いたします。
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さらに、平成２２年度繰越明許事業として、誘致企業に対する新産業等創造事業助成を実施

いたします。

投資的事業につきましては、平成２２年度繰越明許事業として、消防庁舎改修事業や国の平

成２２年度補正予算において創設された「地域活性化交付金（きめ細かな交付金・住民生活に

光をそそぐ交付金）」を活用した各種事業を実施するほか、歌神地区改良住宅建替事業、除雪

車両の整備、スキー場圧雪車の整備などを実施いたします。

なお、職員給与及び特別職給与の抑制につきましては、削減率を緩和しつつ今後も継続して

実施いたします。

予算総額は３９億２,９００万円で、前年度当初に比べ２億８,７００万円、６.８％の減と

なりました。

以下、歳出につきましては、各会計予算資料１１ページ、第４表「一般会計歳出予算款別性

質別分析表」により、また歳入につきましては款別にそれぞれ御説明いたします。

（１）人件費は９億７,１４２万４,０００円で総額の２４.７％を占め、前年度当初より７,

５９０万３,０００円、７.２％の減であり、その主な要因は、退職手当組合納付金のうち３年

度ごとの清算による追加納付金７,８２３万８,０００円の皆減、職員の退職に伴う職員給１,

２１３万３,０００円の減、増加の主な要因としては、地方議会議員年金制度の廃止に伴う議

員共済費給付費負担金１,６３５万４,０００円の増であります。

主な内容は、議員報酬２,５４６万６,０００円、委員等報酬５,７００万８,０００円、市長

等特別職給与２,６８４万２,０００円、職員給５億９,２０７万８,０００円、共済組合等納付

金１億５,４８８万３,０００円、退職手当組合納付金１億２１４万５,０００円であります。

（２）物件費は５億２,１０３万８,０００円で総額の１３.３％を占め、前年度当初より２,

５８６万３,０００円、５.２％の増であり、その主な要因は、エコバレー最終処分場機能検査

業務委託料８３０万６,０００円の皆増、市道除雪委託料９２６万７,０００円の増、消防庁舎

改修に伴う備品購入費８３２万５,０００円の皆増などであります。

主な内容は、賃金３,８０９万６,０００円、需用費１億１,８７０万円、役務費３,８８１万

９,０００円、委託料２億７,０８３万９,０００円であります。

（３）維持補修費は３,９９３万３,０００円で総額の１.０％を占めており、前年度当初よ

り５１２万２,０００円、１４.７％の増であり、主な内容は、道路維持一般経費８８万３,０

００円の増、住宅一般経費３３０万円の増であります。

（４）扶助費は７億３,９７１万５,０００円で総額の１８.８％を占めており、前年度当初

より８３８万２,０００円、１.１％の増であります。

その主な要因は、子ども手当２,５４７万８,０００円の増、減少の主な要因としては、児童

手当１,７００万円の皆減などであります。

主な内容は、障がい者福祉サービス給付事業１億９,１２４万６,０００円、医療福祉助成事

業２,４５０万７,０００円、老人福祉施設措置費８,１８５万８,０００円、生活保護事業３億

４,２４０万６,０００円、児童扶養手当３,３９６万円、子ども手当４,６８８万３,０００円

であります。

（５）補助費等は、３億５,２０５万１,０００円で総額の９.０％を占め、前年度当初より

１,８６４万円、５.６％の増となっております。

その主な要因は、定住促進助成事業２００万円の皆増、市議会議員選挙運動公費負担金５８

９万３,０００円の皆増、北海道後期高齢者医療広域連合負担金１,０２４万８,０００円の

増、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金３８７万５,０００円の増、減少の主な要因とし
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て、地域振興商品券助成７００万円の皆減などであります。

補助費等の内訳は、負担金等２億６,２１３万１,０００円、補助・交付金５,６６９万９,０

００円、その他（報償費等含む）３,３２２万１,０００円であります。

なお、明細につきましては各会計予算資料（１３ページ）第５表「各会計負担金補助及び交

付金調」に記載のとおりであります。

（６）普通建設事業費は１億３,７６３万円で総額の３.５％を占め、前年度当初より１億

７,９４７万１,０００円、５６.６％の減であります。

その主な要因は、歌神地区改良住宅建替事業２億９０８万８,０００円の減、高規格救急自

動車整備事業３,２５０万１,０００円の皆減、増加の主な要因としては、中型バスの車両購入

事業１,９９０万２,０００円の皆増、ロータリー除雪車購入事業２,１６３万９,０００円の皆

増、宅地造成分譲に伴う東光地区道路新設１,２４１万１,０００の皆増などによるものであり

ます。

補助事業４,５９４万９,０００円、単独事業９,１６８万１,０００円で、主なものは、車両

購入事業（中型バス）１,９９０万２,０００円、宅地造成分譲（東光地区）４４２万円、上歌

最終処分場膜処理装置整備工事１,３９６万５,０００円、ロータリー除雪車購入事業２,１６

３万９,０００円、東光地区道路新設工事１,２４１万１,０００円、歌神地区改良住宅建替事

業（解体除却６棟２８戸、移転補償３件）３,０９２万８,０００円、改良住宅火災警報器取付

（１地区７７戸）２０６万９,０００円、市営住宅火災警報器取付（６地区６８戸）１２７万

１,０００円、改良住宅屋根塗装工事（１地区３棟２０戸）１６８万８,０００円、市営住宅屋

根塗装工事（２地区４棟２４戸）２３１万５,０００円、消防指揮広報車整備事業５６６万２,

０００円。

なお、明細につきましては各会計予算資料（２１ページ）第６表「各会計事業費調」に記載

のとおりであります。

（７）災害復旧事業費は１５万円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上しております。

（８）公債費は５億５,２２１万８,０００円で総額の１４.１％を占め、前年度当初より８,

０２６万円、１２.７％の減であります。

内訳は、一般債元利償還金５億５,２１１万８,０００円、一時借入金利子１０万円でありま

す。

（９）積立金は１４７万５,０００円で、前年度当初より２,００７万円、９３.２％の減で

あります。

主な要因は、財政調整基金積立金２,０００万円の皆減であります。

明細につきましては、各会計予算資料（２６ページ）第７表「積立金調」に記載のとおりで

あります。

（１０）投資及び出資金は１,７３５万３,０００円で、前年度当初より３７万１,０００円

の増であり、その要因は、中空知広域水道企業団に対する出資金３７万１,０００円の増であ

ります。

明細につきましては、各会計予算資料（２６ページ）第８表「投資及び出資金調」に記載の

とおりであります。

（１１）貸付金は５,０６７万６,０００円で、前年度当初より１,０００万円、１６.５％の

減であります。

主な要因は、中小企業振興保証融資預託金１,０００万円の減であります。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第９表「貸付金調」に記載のとおりで
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あります。

（１２）繰出金は５億３,０７９万１,０００円で総額の１３.５％を占め、前年度当初より

２,９１３万９,０００円、５.８％の増であり、その主な要因は、市営神威岳観光特別会計で

５４０万円の増、市営公共下水道特別会計で３,６２３万１,０００円の増、減少の主な要因と

しては、病院事業会計で７６８万８,０００円の減などによるものであります。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第１０表「繰出金調」に記載のとおり

であります。

（１３）予備費は１,４５４万６,０００円を計上しております。

以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入につきまして御説明いたします。

（１）自主財源である市税は２億２,６１８万円で総額の５.７％を占め、前年度当初より

１,５６２万円、６.５％の減であります。

内訳として、市民税は１億３７９万円で、前年度当初より６６６万円、６.０％の減であ

り、その主な要因は、納税義務者数及び個人所得の減により個人所得割が３５０万円の減、法

人税申告額の減に伴う法人税割２８９万円の減となっております。

固定資産税は８,６９２万円で、前年度当初より９２１万円、９.６％の減であり、その主な

要因は、償却資産で７１６万円の減によるものであります。

軽自動車税は８４２万円で、前年度当初より１０万円、１.２％の増であり、その主な要因

は、課税対象台数の増によるものであります。

市たばこ税は１,９２０万円で、前年度当初より４０万円、２.０％の減であり、その主な要

因は、喫煙離れによる申告本数の減によるものです。

入湯税は６０５万円で、前年度当初より５５万円、１０.０％の増であり、その主な要因

は、健康センター「チロルの湯」の入館者の増によるものです。

その他の税目につきましては、前年度見込額等を勘案して計上いたしました。

（２）地方譲与税は２,２００万円で、前年度当初より２５０万円の増となっております。

２３年度地方財政計画を勘案し、地方揮発油譲与税６４０万円、自動車重量譲与税１,５６

０万円を計上いたしました。

（３）利子割交付金は８０万円で、前年度見込額を勘案して計上いたしました。

（４）配当割交付金は１０万円で、前年度当初より４万円の増となっており、前年度見込額

を勘案して計上いたしました。

（５）株式等譲渡所得割交付金は９万円で、前年度当初より２万円の増となっており、前年

度見込額を勘案して計上いたしました。

（６）地方消費税交付金は４,２００万円で、前年度当初より２００万円の増となってお

り、前年度見込額を勘案して計上いたしました。

（７）自動車取得税交付金は４００万円で、前年度当初と同額であり、前年度見込額を勘案

して計上いたしました。

（８）地方特例交付金は７６０万円で、前年度当初より４５０万円の増となっております。

児童手当及び子ども手当特例交付金は６５０万円、減収補てん特例交付金は１１０万円で、前

年度見込額を勘案して計上いたしました。

（９）地方交付税は２４億円で総額の６１.１％を占め、前年度当初より３,８００万円、

１.６％の増であります。内訳は、普通交付税が１８億６,０００万円で前年度当初より３,８

００万円、２.１％の増、また、特別交付税は５億４,０００万円で、前年度当初と同額であり

ます。
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なお、普通交付税の積算に当たって基準財政需要額の算定については、地方財政計画におけ

る地域活性化・雇用等対策費が計上されたことに伴い、住民ニーズに適切に対応した行政サー

ビスを展開できるよう、雇用対策・地域資源活用推進費を見込むとともに、２３年度の単位費

用（案）を用いて算出し、その総額から臨時財政対策債への振りかえ分１億１８０万円を差し

引いたほか、基準財政収入額では市税や交付金等の収入見込みなどを勘案し、予算を計上いた

しました。

（１０）交通安全対策特別交付金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１１）分担金及び負担金は４,０３７万１,０００円で総額の１.０％を占め、前年度当初

より１３０万６,０００円、３.３％の増であります。

内訳は、老人福祉費負担金４０６万８,０００円、老人福祉施設入所負担金３,３１６万９,

０００円、児童福祉費負担金３１３万４,０００円であります。

（１２）使用料及び手数料は３億１,１６５万４,０００円で総額の７.９％を占め、前年度

当初より８３２万２,０００円、２.６％の減であります。

主なものは、職員宿舎使用料１４２万５,０００円、誘致企業向け住宅使用料３２４万円、

住宅使用料２億１,９９１万３,０００円、駐車場使用料２８０万８,０００円、幼稚園保育料

２４９万円、戸籍・住民・証明等手数料２９８万２,０００円、ごみ処理手数料１,３４７万

円、汚泥処分手数料６,３１８万５,０００円であります。

（１３）国庫支出金は４億４,４６５万３,０００円で総額の１１.３％を占め、前年度当初

より１億１,６４８万円、２０.８％の減であります。

その主な要因は、住宅地区改良事業費交付金１億２,７９４万４,０００円の減などによるも

のです。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金９,６６２万３,０００円、生活保護費負

担金２億５,６６５万４,０００円、児童扶養手当負担金１,１３２万円、子ども手当負担金３,

７２１万６,０００円。

補助金の主なものは、市町村地域生活支援事業費補助金１５６万２,０００円、セーフティ

ネット支援対策等事業費補助金１０７万１,０００円、美しい森林づくり基盤整備交付金３５

３万６,０００円、建設機械整備費補助金１,３８０万円、住宅地区改良事業費交付金１,５１

１万５,０００円。

委託金の主なものは、社会福祉費委託金１２１万２,０００円、児童福祉費委託金３６万７,

０００円であります。

（１４）道支出金は１億５,１６２万３,０００円で、前年度当初より３４０万２,０００

円、２.２％の減であります。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金４,８３１万１,０００円、生活保護費負

担金２,２０４万３,０００円、子ども手当負担金４８３万２,０００円、保険基盤安定等負担

金２,４７５万９,０００円。

補助金の主なものは、障害者自立支援対策推進費補助金２９４万３,０００円、身障者福祉

費補助金８２７万６,０００円、児童福祉費補助金１９４万８,０００円、離職者の安心生活支

援事業２０３万８,０００円、保健事業費補助金４１６万５,０００円。

委託金の主なものは、徴税費委託金５０９万７,０００円、北海道知事・道議会議員選挙費

委託金４６０万円、駐車公園清掃業務委託金２１４万２,０００円。

交付金の主なものは、緊急雇用創出推進事業１,１４７万６,０００円であります。

（１５）財産収入は１,８５２万６,０００円で、前年度当初より５４５万２,０００円、４
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１.７％の増であります。

主なものは、土地貸付収入１,０５６万８,０００円、土地売払収入５６０万円であります。

（１６）寄附金は１５万２,０００円で、主なものは、ふるさと応援寄附金１５万円であり

ます。

（１７）繰入金は３０４万９,０００円で、前年度当初より２７万９,０００円、１０.１％

の増で、ふるさと応援基金繰入金５５万円、敷金基金繰入金２４９万９,０００円でありま

す。

（１８）繰越金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１９）諸収入は１億４,２００万円で総額の３.６％を占め、前年度当初より１０７万４,

０００円、０.８％の減であります。

主なものは、貸付金元利収入５,０７９万円、うち中小企業振興保証融資（北門信金）５,０

００万円、介護サービス収入２,６６２万３,０００円、雑入４,７０３万２,０００円、うち医

療費附加給付金２４８万６,０００円、学校給食費保護者納入金１,２４８万６,０００円、中

空知広域水道企業団負担金８１０万１,０００円、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金１,５

３０万６,０００円、その他雑入１２２万８,０００円であります。

（２０）市債は１億１,４２０万円で総額の２.９％を占め、前年度当初より１億９,６１０

万円、６３.２％の減であります。

市債区分は、土木債、ロータリー除雪車購入事業７４０万円、消防債、消防指揮広報車整備

事業５００万円、臨時財政対策債、臨時財政対策債１億１８０万円であります。

３、次に、市営公共下水道特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は４億１,７８０万円で、前年度当初に比べ１,８６０万円、４.３％の

減ですが、その主な要因は、公債費償還金の減によるものです。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は７７２万６,０００円、物件費は２６万２,０００円、補助費等は３,０５０万３,０

００円であります。

普通建設事業費は５２６万２,０００円で、公共下水道事業（単独分）は２０万円、石狩川

流域下水道中部処理区建設事業負担金として５０６万２,０００円を計上しております。

公債費は３億７,３８５万２,０００円で総額の８９.５％、予備費は１９万５,０００円を計

上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

分担金及び負担金は、公共下水道事業費受益者負担金６,０００円、使用料及び手数料は、

下水道使用料８,５６０万円であります。

このほか、繰入金は一般会計から２億４,４４９万２,０００円を繰り入れ、諸収入２,００

０円を計上しております。

市債は８,７７０万円で総額の２１.０％を占め、前年度当初に比べ５,５４０万円、３８.７

％の減であります。

内訳は、流域下水道事業債４７０万円、資本費平準化債８,３００万円であります。

４、次に、市営神威岳観光特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は５,０１０万円で、前年度当初に比べ３,６３０万円、２６３.０％の

増ですが、その主な要因は、圧雪車購入やリフト整備に伴う普通建設事業費の増によるもので

す。

歳出から性質別に御説明いたします。
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物件費は３０５万５,０００円で、補助費等は５万１,０００円であります。

普通建設事業費は４,５３２万円で、前年度当初より３,５４９万４,０００円、３６１.２％

の増で、主な内訳は、圧雪車購入３,１５０万円、リフト整備１,１１８万３,０００円、保養

施設浴室改修１０１万９,０００円などであります。

公債費は１６２万４,０００円で、前年度当初より１１７万１,０００円、２５８.５％の増

となっており、予備費は５万円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

繰入金は一般会計繰入金１,９２０万円で、前年度当初より５４０万円、３９.１％の増、諸

収入は圧雪車購入に伴う空知産炭地域振興助成金２,１００万円の皆増であります。

市債は９９０万円の皆増であります。

内訳は、スキー場整備債、圧雪車購入事業９９０万円。

５、次に、国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は１億７,２６０万円で、前年度当初に比べ４,７７０万円、２１.７％

の減であります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は７４６万２,０００円、物件費は５９万３,０００円、また補助費等は１億６,４３

３万５,０００円で総額の９５.２％を占めており、その主な内容は、医療費、介護保険納付金

等の空知中部広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費２０万９,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

国民健康保険税は７,３６１万７,０００円で総額の４２.６％を占めており、これは国民健

康保険に要する費用に充てるための医療給付費分５,４５３万２,０００円、後期高齢者医療制

度の財源を支援する後期高齢者支援金分１,４２５万７,０００円及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てるため、第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分４８２万８,００

０円であります。

繰入金は４,４９８万円で総額の２６.１％を占めており、その内訳は、保険基盤安定負担金

分、財政安定化支援事業及び広域連合共通経費分等であります。

繰越金は５,４００万円で、前年度当初より２,４００万円、８０.０％の増で、総額の３１.

３％を占めており、前年度からの繰越金として予算計上しております。

諸収入は３,０００円で、前年度当初より６,１２７万４,０００円、１００.０％の減で、財

政調整分の減によるものです。

６、次に、後期高齢者医療特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は９,２５０万円で、前年度当初に比べ４０万円、０.４％の減でありま

す。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は７０４万９,０００円、物件費は７４万円、また補助費等は８,４５８万２,０００

円で総額の９１.５％を占めており、その主な内容は、保険料、人件費等の北海道後期高齢者

医療広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１２万８,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

広域連合が決定する保険料を７５歳以上の被保険者から徴収する、後期高齢者医療保険料は

６,４２１万４,０００円で総額の６９.４％を占めております。
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繰入金は２,８１７万円で総額の３０.５％を占めておりますが、その内訳は、保険基盤安定

負担金分、広域連合共通経費分等であります。

諸収入は１１万６,０００円を予算計上しております。

７、次に、病院事業会計につきまして御説明いたします。

初めに予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

本年度の年間患者数は３万７,５５１人で、内訳は入院患者数が２万１,０８２人、外来患者

数が１万６,４６９人であります。

次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は５億５,１１６万８,０００円、支出予定額は５億９,１３４万７,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では、医業収益が４億２,２６１万７,０００円、医業外

収益１億２,８５５万１,０００円であります。

一方、支出では、医業費用が５億７,９３６万円、医業外費用１,１７８万７,０００円、特

別損失１０万円、予備費１０万円を計上いたしました。

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は６,６４４万５,０００円で、その内訳は、出資金６,３２３万９,０００円、他

会計繰入金３２０万６,０００円であります。

支出予定額は収入予定額と同額の６,６４４万５,０００円で、その内訳は、建設改良費３２

０万６,０００円、企業債償還金６,３２３万９,０００円であります。

次に、貸借対照表につきまして御説明いたします。

本年度末（平成２４年３月３１日）における資産の総額は８億７,７３７万３,０００円であ

り、負債は２,３４３万２,０００円、資本は８億５,３９４万１,０００円で、負債資本の合計

は８億７,７３７万３,０００円であります。

資金計画につきましては、受入資金の総額が８億３,８９５万４,０００円、支払資金の総額

が７億２,１４６万９,０００円であり、差し引き１億１,７４８万５,０００円を翌年度に繰り

越す予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算から４,２２６万１,０００円の純損失が予定され、平成２２

年度末における累積欠損金が８億５,５９５万７,０００円見込まれますので、平成２３年度末

における累積欠損金は８億９,８２１万８,０００円になる予定であり、本年度における病院事

業の経営は、一層厳しいものとなります。

以上、平成２３年度における各会計の歳入・歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたし

ました予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（梶敏君） これより、議案第１６号より議案第２１号まで一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 質疑なしと認めます。

質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第１６号より議案第２１号までについては、会議規則により条例予算等審査特別委員会

に付託したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。
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したがって、議案第１６号より議案第２１号までは、条例予算等審査特別委員会に付託する

ことに決しました。

休 会 の 議 決

○議長（梶敏君） お諮りいたします。

３月１０日は議事の都合により休会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（梶敏君） 御異議なしと認めます。

したがって、３月１０日は休会することに決定しました。

散 会 宣 告

以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 １時４０分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 梶 敏

署名議員 下 山 則 義

署名議員 大 屋 功


